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会 議 次 第 

（１） 平成２５年産水稲引受状況について 

（２） 平成２５年産水稲損害評価方法及び日程について 

（３） 平成２５年度水稲損害防止事業補助金について 

（４） 川西市損害評価会運営要綱の改正について 
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本日は、皆さまお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。 
定刻になりましたので、ただ今より第１回損害評価会を開催します。 
渡しは議長選出まで司会を務めさせていただきます、産業振興課の人見でございます。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
さて、本日の出席者は８名、欠席者は１名であり、委員９名中、出席委員が過半数の

５名を超えておりますので、川西市損害評価会運営要綱第３条に基づきまして、この会

議は成立していることをここにご報告させていただきます。 
 それでは、開会にあたりまして谷垣内会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

 本日は大変忙しい中、また猛暑が続いております暑い中、今年度初めての平成２５

年第１回損害評価会を行います。皆様方よろしくお願いいたしたいと思います。 

   

 ありがとうございました。 

 それでは運営要綱第３条に基づき、谷垣内会長に議長をお願いしたいと思います。

会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

それでは川西市損害評価会運営要綱第４条２項に基づきまして、議長の指名により 

議事録署名人の選任を行います。議事録署名人は、前田委員、正本委員にお願いいた

します。 

 それでは、ただ今より協議事項に入ります。 

 協議事項①平成２５年産水稲引受状況について、事務局より説明をお願いいたしま

す。 

 

すみませんが、座ったままで説明の方をさせていただきます。 

①平成２５年産水稲引受状況について、ご説明いたします。資料は開いて２ページ

をご覧ください。 

  ２ページにございますとおり、平成２５年産水稲引受状況につきましては、引受地

区は全体で２４地区です。水稲引受戸数は２５０戸、筆数８２９筆、引受面積は 

５,８８９.７a、引受収穫量は１９８,２９０kg、農家負担共済掛金は９５，４８５円、

賦課金１１２，５１８円、農家掛金合計２０８，００３円です。前年と比べますと、

２戸の減、２４筆の減、１１１.５ａの減、４,５６２㎏の減という状況でございます。 

 こちらの引受面積の方が減少した理由といたしましては、主に西多田地区でしょう

か。こちらは、老人ホーム建設のための用地買収や宅地の開発があったため、前年度

に比べて引受面積等約２％減少しております。 

 また資料１ページに戻っていただきまして、８月５日付、市長名で兵庫県農業共済

組合連合会会長理事あてに平成２５年産水稲１回作引受通知書を提出しております。 

以上が①平成２５年産の水稲引受状況でございます。ご協議賜りますようよろしく

お願いいたします。 
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協議事項①平成２５年産水稲引受状況について、事務局より説明がありましたが、

何か質問がありましたらどうぞ。 

ございませんか。 

ご意見がないようであれば、協議事項①平成２５年産水稲引受状況について了承し

てよろしいでしょうか。 

 

結構です。（出席全委員） 

 

次に協議事項②平成２５年産水稲損害評価方法及び日程について事務局より説明

をお願いします。 

 

 それでは、協議事項②平成２５年産水稲損害評価方法及び日程について、ご説明い

たします。 

 資料の方、３ページにございます損害評価の方法から説明させていただきます。 

皆さんご存知かもしれませんが、損害評価は、まず農家の被害申告（損害評価野帳

の提出）から始まります。 悉皆調査(地区）から始まりまして、抜取調査をし、実

測調査（県連合会）の順に実施いたします。 

 次にページが飛ぶんですけれども、１５ページをお開きいただけますでしょうか。 

１５ページにございますのは、平成２５年度損害評価員名簿でございます。こちらは生

産組合長のお名前が載っておりますので、多分探しやすいかと思いまして、一番最後の

ページにおつけしております。 
この中で損害評価地区として７班の班分けをしております。もし、黒川地区で被害が

発生した場合、生産組合長は同じ東谷Ｃ地区内の方に連絡を取り合って複数で、現地で

検見調査を行ってもらうことになります。被害が３割を超えた場合は、共済支払対象に

なりますので、黄色い紙の野帳を事務局に出していただくことになります。 
すみませんが４ページにお戻りいただけますでしょうか。 

４ページの方は、野帳の作成方法について記載しております。一緒に検見していた

だいた生産組合長は、野帳の右上の評価者名の所に押印をお願いしているんですが、

次のページの見本の方に○印がついておりますので、こういった形で○印をつけてい

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

５ページには野帳の記入方法を載せております。抜取調査では市が３０株・連合会

が６０株稲を刈取りさせてもらいますので、農家さんには刈取りの了承をとっていた

だきまして、見本の野帳のように右上に○印を付けていただきますようお願いしま

す。 

なお、損害評価の対象となる被害は、風水害・鳥獣害・冷害・病害虫等となりまし

て、３０パーセント以上の被害があった場合が対象となります。なければ対象となり

ませんので、ご注意ください。そして、稲刈りをされるまでが対象ですので、農家さ

んが刈り取ってしまわれますと共済の対象外となりますので、お気を付けください。 

６ページに野帳の見本を付けております。 

７ページには、損害評価会の今後の日程を記載しております。 
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まず、一番最初は８月２６日、来週月曜日に生産組合長会が行われますので、その

時に野帳の方をお配りします。被害があった農家さんは出してくださいね、というこ

とで説明いたします。それ以降、損害評価野帳のとりまとめ等をいただくことになり

ますので、８月２７日から１０月までですね、呼び出し等がされるかと思いますので、

すみませんが備えていただければとても助かります。 

また、２７日に損害評価委員研修の方が三田の方でございますので、そちらの方に

もご参加いただければと思っております。 

最後に１０月２４日に諮問、答申の損害評価会を予定しておりますので、ご協力の

ほどよろしくお願いいたします。以上です。 

 

 ただ今の説明につきまして、ご質問・ご意見はございますか。 

 

 これは、昨年の内容と特に変更はありませんね。 

 

ありません。特に変更しているところはありません。日付くらいです。 

 

生産組合長さんには説明していただけるという事ですか。 

 

はい。生産組合長会の時に野帳とお渡しします。その時お手元にお渡ししておりま

す「農作物共済損害評価のてびき」こちらもお渡しする予定です。 

 

ほかにございませんか。ないようでございますので、協議事項②平成２５年産水稲

損害評価方法及び日程について、了承してよろしいでしょうか。 

 

異議なし。（出席全委員） 

 

 ありがとうございます。次に協議事項③平成２５年度水稲損害防止事業補助金につ

いて、事務局より説明をお願いします。 

 

  それでは、協議事項③平成２５年度水稲損害防止事業補助金について、説明いたし

します。 

資料の方は８ページから１０ページをご覧ください。まず、水稲損害防止事業の事

業費総額ですが、苗種施用剤（ブイゲットアドマイヤー粒剤）購入費は、引受面積 

５,８８９.７ａに対しまして、６０２袋分の２,１９１,２８０円（１袋３,６４０円）

補助金予定額として、２４６,０００円を計上しております。 

１０ａに１袋の計算で、２４地区に分け、補助金を按分しています。 

 こちらの補助金につきましては、９月の中旬に市からＪＡ兵庫六甲へ補助金 

２４６,０００円を振込いたしますので、各生産組合長にお願いすることになるんで

すけれども、受け取られた場合は、すみませんが受取書の方を市の方に提出していた

だきたいと思っております。たまにＪＡから振り込まれているのでＪＡへ提出されて
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いる方がいらっしゃるのですが、一応これは市から出ているものとなっておりますの

で、よろしくお願いいたします。ちなみに金額というのは９ページの補助金額という

ものです。出在家、火打、栄根と並んでいるとおり、出在家でしたら５５２円、火打

でしたら４０９円という形で補助の方が微小ながら出ますので、その点だけよろしく

お願いいたします。以上です。 

 

  ただ今の説明につきまして、何かご意見ございましたらどうぞ。 

 

 少しよろしいですか。このブイゲットアドマイヤーは、箱おり田植えする前に箱に

まくやつですね。この補助金というのは１袋３,６４０円から４１７円を引いたもの

を買った者が支払うんでしょうか。 

 

 逆ですね。農協でブイゲットアドマイヤーを買ってもらった分の補助金を出しま

す、という形で市が出しているのは１袋当たり４１７円の補助をしている形ですね。 

 

それでは、ＪＡから補助申請があるわけですね。 

 

そうです。それについて申請が出たので渡す、と。市からの補助金がＪＡの名義で

各農家さんの方、各地区ごとに配られる形になっています。 

 

 各個人が実際に受けられる、というのものでは？ 

 

 ではないですね。地区に対して渡していますので。ただ、地区の額を見ていただけ

ればわかりますようにかなり少ないので、個人さんになると１０円、２０円単位にな

ってしまうのではないかと思われます。 

 

この補助金はそもそもどこから出ているのか。農水省ですか。市独自ですか。 

 

 そもそもは農業共済ですね。連合会の方からいただいております。 

 

一定積立金がありますので、要は補助金を積み上げていっていますので、そこから

出ておりまして、そこに連合会が２５％の補助を出しています。 

 

 ということは、各市によって、この補助率というのは違うのですか。 

 

違います。補助の内容も違うと思います。 

 

 

川西市では２４６,０００円を現金でお渡ししている形になるんですが、市によっ

ては、農家さんが使われる消耗品、軍手であったり、作業服とか、そういうものに変
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えて支給されているところもあります。 

 

わかりました。 

 

お後、何かございませんか。ないようであれば、 協議事項③平成２５年度水稲損

害防止事業補助金について、了承してよろしいか。 

 

異議なし。（出席全委員） 

 

 では、協議事項④川西市損害評価会運営要綱の改正について、事務局より内容説明

をお願いいたします。 

 

  それでは、協議事項④川西市損害評価会運営要綱の改正について、ご説明いたしま

す。 

１２ページをご覧ください。 

川西市損害評価会運営要綱の第５条につき、損害評価会の庶務は市民生活部地域活

性室商工農林労政課において処理する、となっておりますが、本年４月に名称が変更

となっておりますので、第５条の庶務については「市民生活部生活活性室産業振興課」

へ改正させていただきたく思います。ご協議賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

 

  ただ今の説明についてご意見がありましたらどうぞ。 

ないようであれば、 協議事項④川西市損害評価会運営要綱の改正について、承認

してよろしいか。 

 

異議なし。（出席全委員） 

 

それでは、１１ページの川西市損害評価運営要綱（案）の（案）を削除いただきま

すよう、お願いいたします。 

次に、その他①市町損害評価会委員等研修会について、事務局より内容説明をお願い 
します。 
 
それでは、その他①市町損害評価会委員等研修会について、説明いたします。 
こちらは１３ページをお開きください。 
今年も兵庫県と兵庫県農業共済組合連合会神戸出張所主催の損害評価委員等研修会が 

８月２７日三田市立有馬富士共生センターにて、午後１時より開催されます。 
こちら、６人の委員さんのご出席の旨をお伺いしております。 
研修要領記載のとおり、研修会は午後１時から４時の予定となっております。研修内 
容は農作物共済事業の概要と水稲の生育状況や、損害評価の方法についての講義と、今

回別に水稲の鹿・猪対策及び獣害の傾向について」という演題の講演もございますので
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楽しみにしていただければ、と思います。ただ、１３時から始まる会で１２時に集まっ

てくださいとお願いしているんですけれども、昼食の方をご用意しておりませんので、

各自で早めに昼食をとられてから集合していただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。以上です。 
 
①市町損害評価会委員等研修会についてご質問・ご意見はありませんか。 

ないようでございますので、①市町損害評価会委員等研修会については、皆さんの

参加をお願いいたします。 

協議事項等は全て終わりました。以上をもちまして、本日の損害評価会を終了させ

ていただきます。皆さんどうもお疲れさまでございました。 

 

閉会 午後１時５０分 
 
 
  平成２５年８月２１日 

 

     議長（会長）   谷垣内 敏一 

 

     署名委員        前田 三千雄 

  

      署名委員        正本 啓一 

 

 


